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第一級アマチュア無線技士「法規」試験問題

２５問２時iｎ

A－１次の記述は､電波法に規定する定義を掲げたものである。、内に入れるべき字句の正しい組合せを下の1から４までのうちから一
つi曇、

｢…とは､囚以下の周波数の電磁波をいう。

|鰄箪:譲薫縄ｔ≦囹護'1:受|雛:::!:鰯il1量:：
｢無線設備」とは、無線電信、無線樋話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

｢無線局｣とは､無線設備及び回の総体をいう｡ただし､受信のみを目的とするものを含まない。
｢無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

①
②
③
④
⑤
⑥

者翫需》

Ｃ

音声その他の音轡

音声

音声

音声その他の音響

Ｂ

符号

モールス符号

符号

モールス符号

Ａ

３００万メガヘルツ

３００万メガヘルツ

５００万メガヘルツ

５００万メガヘルツ

１
２
３
４

Ａ－２次に掲げる事項のうち、無線局の予備免許の際に総務大臣から指定される事項に該当しないものを、電波法の規定に照らし下の１から５

までのうちから-つ選/、

１運用許容時間２呼出符号３空中線電力４工事落成の期限５無線局のiHi別

A－３次の記述は､無線局の免許内容の変更及び変更検査について､電波法の規定に沿って述べたものである。、内に入れるべき字句の
正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選'、

①免許人は、通信の相手方､通信事項若しくは無線設備の設圃場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらか
じめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、無線設備の変更の工事であって総務省令で定める軽微な葛p頁については、この限

りでない

②①のただし書の事項について無線設備の変更の工事をしたときは､遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならなし＄

③①の変更は､□に変更を来すものであってはならず､かつ､第7条第１項第１号の技術基準に合致するものでなければならなし＄
④①の規定により無線設備の設國場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は

工事の結果が回に適合していると認められた後でなければ､回してはならない｡ただし､総務省令で定める場合は､この限
りでないｂ

⑤④の検査は､④の検査を受けようとする者が、当翻鹸査を受けようとする無線i没備について第２４条の２第１項又は第２４条の１３第
１項の登録を受けた者（｢登録点検事業者」又は「登録外国点検事業者jのことをいう｡）が総務省令で定めるところにより行った当該登

録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

Ｃ

鑿Ｉ嚢jiji臘胤鱸'億…
許可に係る無線設備を運用

Ｂ

第３章に定めるl支術基封Ｈ

①の許可の内容

第３章に定める技術塾葬！

①の許可の内容

Ａ

ｆ薮皮の型式又は周波数

電波の型式又'３J詞波数

周波数、電波の型式又は空中線電力

周波数、髄波の型式又は空中線電力

１
２
３
４

Ａ－４次に掲げるアマチュア無線局の免許人が納付する電波利用料に関する記述のうち、電波法の規定に照らし、誤っているものを下のｌから
５までのうちから－つ選べ，

１免許人は、電波利用料として無線局の免許の日から起算して３０日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日帖当する日がない
場合は、その翌日・以下応当日」という｡）から起算して３０日以内に、当該無線局の免許の日又は応当日から始まる各１年の期間につ

いて、年額５００円を国に納めなければならない

２免許人は、篭i皮利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る竃HH5FII用料を前納することができる。

３電波瀬1用料を納めなければならない者がこれを納めないときは、総務大臣から督促Utによって、期限を指定して督促される。
４総務大臣から電髄嫁11用料の納付の督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る諭｡癖I脇料及び莚滞金を納めないときは、国

税滞納処分の例により処分される。

５無線局を廃止した場合Iま、前納した電波利用料の金額のうち、日割り計膜による残余の免許の有効期間の日額分の額が還付される。
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Ａ－５次の記述は、アマチュア無線局に対する周波数測定装置の備付け義務について、電波法及び電波法施行規則の規定に沿って述べたもので

ある。、内に入れるべき字句の正しい組合せを下の,から４までのうちから一つ選,、

①ｱﾏﾁｭｱ無線局の送信設備であって､総務省令で定めるものにIよその誤差が使用周波数の許容偏差の、以下である周波数測
定装歴を備え付けなければならなしも

②①の総務省令で定める送信設備は、次に郷fる送信設備以外のものとする。

（１）「百~]周波数の趣波を利用するもの
（２）空中線電力１０ワット以下のもの

（３）①の周波数#M定装邇を備え付けている相手方の無線局によってその使用麺波の周波数が測定されることとなっているもの

（４）当該送信設備の無線局の免許人力羽I｣に備え付けた①の周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を1iii時測定し得るもの

（５）送信設備から発射される電波の[~て1を[-万１ﾊﾟｰｾﾝﾄ以内の誤差で測定することにより､その電波の占有する周波数帯編
が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの

Ｃ

特性周波数

割当周波数

割当周波数

特性周波数
●
●
●
●

Ｄ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

ＡＢ

４分`)１２６．

４分の１２６．

２分の１２６．

２分の１２６．

１７５ＭＨｚ以下の

１７５ＭＨｚを超える

１７５ＭＨｚ以下の

１７５ＭＨｚを超える

５
５

１
２
１
２

０
０
０
０

１
２
３
４

A-6吹の記述}よ電波の型式の表示について､電波法施行規則の規定に沿って述べたものである。［=。内に入れるべき字句の正しい組合
せを下の１から４までのうちから－つ選'、

①「A3E｣は､電波の二t］HR送波の変調の塗⑰Ｋｒｎであって両側波帯のもの､主搬送波を変調する信号の性質がｱﾅﾛｸﾞ信号であ
る単一チャネルのもの及び伝送情報の型式が電話（音響の放送を含む｡）のもののP麺皮の型式を表示する。

②「J3E｣は､電波の主搬送波の変調の型式が振幅変調であって国による単視H鴎iｻﾞのもの､主搬送波を変調する信'３の性質がア
ナログ信号である単一チャネルのもの及び伝送情報の型式が電話（音響の放送を含むも）のものの電波の型式を表示する。

③「Ｆ２Ｂ」は、電波の主搬送波の変調の型式が角度変調であって周波数変調のもの、主搬送波を変調する信号の性質がデジタル信号で

ある単_ﾁｬﾈﾙのものであって変調のための副搬送波を使用するもの及び伝送情報の型式が電信であって□を目的とするもの
の電波の型式を表示する。

露
翻

》銅
噸
噸

Ａ

Ｂ

鵜

》 轆曄》

１
２
３
４

A－７次の記述は､高圧麺気に対する安全施設について､電波法I愈行規則の規定に沿って述べたものである。［二コ内に入れるべき字句の正
しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ

高圧電気幅周波若しくは交流の電圧、ｌ又は直流の電圧750ﾎﾞﾙﾄを超える電気をいう｡)を使用する電動発電機…器､ろ
波器､整流器その他の機器は､外部より容易に触れることができないように､絶鰄へい体又は［豆．の内に収容しなけれI錘らない
ただし、□のほか出入りできないように設備した場所に41掴する場合I土､この限りでない

Ｂ

接地さｵした金属i患へし体
金属趣へい体
接K2された金i§鑓へし体
金属蓬へ１，体

轆辨

Ａ

３５０ボンレト

３５０ボルト

３００ボルト

３００ボルト

１
２
３
４
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A－８次の記述は､空中線の指向特性を定める事項について､無線設備規則の規定に沿って述べたものである。［二コ内に入れるべき字句の
正しい組合せを下の１から４までのうちから--つ週ﾊ、

空中線の指向特性は、次に掲げる事項によって定める。

①鐡射方向及び御iii肘方向
②ｎ口の獺射の角度の幅
③空中線を設簡ける嘘の近傍にあるものであってｒ百~1の伝わる方向を回もの
④給電線よりの鞠

“
》》

》
Ｂ
雛
不
“

Ｃ
罎
誠
諭
趣

Ａ》》蹄緬
１
２
３
４

A－９次の記述は､ｱﾏﾁｭｱ無線局の免許状の記載薄口Znの遵守について､電波法の規定に沿って述べたものである｡、内に入れるべき字
句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選'、

①無線局を運用する場合においては､[。、識B'脂号､電波の型式及び周波数は､免許状に記載されたところによらなければならな
い。ただし、遭難通(言については、この限りでない

②無線局を運用する場合においては、空中線圏ソJは、次に定めるところによらなければならなしもただし、遭難通信については、この限

りでない。

圏繍皇書E:↑謡こ鼻
③①又は□の規定に違反して無線局を運用した者は､１年以下の懲役又は'００万円以下の罰金に処する。

Ｂ

記載されたものの範囲内

記載されたもの

記載されたものの範囲内

誌髄されたもの

ｃ

必要最小のもの

鴬藍:：
必要最小のもの

Ｄ
函
函
函
函

》》のの纈 鏑掛 諦
Ａ

１
２
３
４

A-10次の記述は､測誇の防止について､電波法の規定に沿って述べたものである。［=。内に入れるぺき字句の正しい組合せを下の'か
ら４までのうちから－つ選'、

無線局は､[~、又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう｡)の用に供
する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く｡)で総務大臣が指定するものに□を与えないように運用し
なければならない。ただし、適難通信、緊急通信、安全通信及〔ﾊﾟﾘ'三常通信については、この限りでない。

Ｂ

そのi璽用を阻害するような混iEiその他の妨害

いかなる微弱なレベルにおいても混信

その運用を阻害するような混信その他の妨害

いかなる微弱なレベルにおいても混信

Ａ

他の無線局

他の無線局

放送の受信を目的とする受信設備

〕放送の受(言を目的とする受信設備

１
２
３
４

Ａ－１１次の記述は､自局の呼出しが他の通信に混信を与える旨の通知を受けた場r合について､無線局運用規則の規定に沿って述べたものである。

、内に入れるべき字句の正しい組合せを下の1から５までのうちから一つ選,、

無線局'よ自局の呼出しが他の既に行われている通信に雛を与える旨の通知を受けたときは､直ちに､、【~]。
①の通知をする無線局は､その通知をするに際し､、~]を示すものとする。

①
②

Ｂ

混(菌の強さの程度

分で表す概略の待つべき時問

混信の強さの程度

分で表す概略の待つべき時間

変更すべき周波数

Ａ

その呼出しを中止しなければならない

その呼出しを中止しなければならない

空中線電力を低下させなければならない

空中線電力を低下させなければならない

周波数を変更しなければならない

１
２
３
４
５
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Ａ－１２次の記述は、モールス無線電信による通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更の要求を受けた

無線局が、これに応じようとするときにとらなければならない措置について､無線局運用規則の規定に沿って述べたものである｡、内
に入れるべき字句の正しい組合せを下の１から５までのうちから－つ選ﾊﾐ

通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更の要求を受けた無線局は、これに応じようとするとき

は､「囚」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは､「回」及び変更によって使用しようとする周波数(又は電波の型
式及び周波数）1回を続いて送信する｡)、直ちに周波数（又は電波の型式及び周波数）を変更しなけｵM五ならない。

Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｋ
Ｋ

Ｕ
ｗ
ｘ
ｗ
Ｘ

ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

Ｂ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ

１
２
３
４
５

Ａ－１３次に掲げるもののうち、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき、電波法の規定により

総務大臣から受けることがある処分を下の１から４までのうちから一つ選へ、

3箇月以内の期間を定めた無線設備のtAM1副範囲の制限１３箇凡以内

２６箇月間の

３６箇月間の

４無線従事者

止

６箇月間の無線従事者の業務の従頚P停止

無線従事者の免許の取消し

A-14次の記述は､ｱﾏﾁｭｱ無線局の免許人が行う総務大臣への報告について､電波法の規定に沿って述ぺたものである。［=。内に入れ
るべき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ曇、

①無線局の免許人は、吹に掲げる場合は、総H1;省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

（１）ｒ７ｎを行ったとき。
②電波法又は「百一]の規定に違反して連用した無線局を認めたとき。
③無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

②総務大臣は､無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは「E可報告を求めること
ができる。

続
続

Ｂ》》』》
》

》》

Ｃ

無線通信の利用者に対し、利用状i兄について

免許人に対し、無線局に関し

免許人に対し、無線局に関し

鰯織通信のifIj用者に対し、利用tju兄について

辨辮非非譲
又

》》鏑 織

》 》鐸 》
１
２
３
４

Ａ－１５アマチュア局の免許人は、無線局の検査の結果について総合通(言局長（ｉＯＩ９繩総合通信率滴弓而長を含むも以下同じ｡）から指示を受け相当

な措置をしたときは、どうしなければならないか、趣波法施行規則の規定により正しいものを下の１から５までのうちから一つ選べ

lその措置の内容を免許状の余白に記載しておかなければならない

２速やかに措置した旨を担当検査職員に連絡しなければならなし＄

３その措１選の内容を無線局ZＩＩ項書の写しに詞ｉｉｉし総合通信局長に届け出なければならない。

４遅滞なく、梢世した旨を総合通信局長に報告し、再度の検査を受けなけ】lLぱならない。

５その措I圏【の内容を無線検査簿又は無線局検査結果通知書の記載欄に記#itするとともに総合通信局長に報告しなければならなし＄
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A-16次の記述は､免許証の再交卜t及び返納について､無線従事者規則の規定に沿って述べたものである｡[．内に入れるべき字句の正しい
組合せを下の１から４までのうちから一つ選へ

①無線従事者は､免許証を囚に免許証の再交付を受けようとするときは､所定の様式の申請書に次に掲げる藻を添えて総務大臣
又は総合通信局長（沖縄総合通信割J務ﾘﾗiM芝を含tjb以下同じや）に提出しなけｵuまならない。

（１）免許証（免許証を失った場合を除く｡）

②写真「百可
（３）氏名の変更の事実を証する書類（氏名に変更を生じた場合に、免許証の訂正に代えて再交付を受ける場合に限る｡）

②無線従事者は､免許の取消しの処分を受けたときは､その処分を受けた日から□□にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返
納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免詫征を発見したときも同様とする。

③無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは､戸籍法(昭和２２４F法律第２２４号）による死亡又は失そう宣告の届出義務

識ま、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通(葛局長に返納しなければならなしも

ＥＣ

１枚１箇月以内

２枚１０日以内

１枚１０日以内

２枚１箇月以内

Ａ

破り、又は失ったため

破り、又は失ったため

汚し、破り、又は失ったため

汚し、破り、又は失ったため

１
２
３
４

Ａ－１７次に掲げる周波数帯のうち、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の周波数分配表においてアマチュア業務に分配されている周

波数帯を下の１から５までのうちから一つ選,､、

ｐ
■
Ｄ
Ｂ
０

（
ｘ
）
。
。
（
ｘ
）
《
又
）
（
×
）

可
几
１
Ｌ
可
Ｌ
Ｕ
Ⅱ
可
且

０１８ｋＨｚ～１８，

０６８ｋＨｚ～１８，

１６８ｋＨｚ～１８，

２６８ｋＨｚ～１８，

６１８ｋＨｚ～１８，

Ｏ６８ｋＨｚ

ｌ６８ｋＨｚ

２６８ｋＨｚ

６１８ｋＨｚ

７８０ｋＨｚ

１
２
３
４
５

Ａ－１８国際電気通信連合憲章､国際電気通信連合条約又は国際電気通信連合憲章に規定弓1-る無線通信規則の違反を認めた無線局は、同規則の規

定によりどの措l趾をしなけｵM玉ならないか、正しいものを下の’から５までのうちから一つ選,、

１違反を認めた局の属する主管庁に報告しなければならない。

２違反した局に連絡しなければならな',％

３国際電気通信連合に報告しなければならない

４違反した局の属する主管庁に報告しなけirLぱならない

５違反した局の属する主管庁及び国際電気i､(言連合に報告しなければならない。

Ａ－１９次の記述は、許可欝について述べたものである。国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定されていないものを下の】から４

までのうちから一つ選べ

１送(言局は、その属する国の政府が適当なl;転化で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体にお

いても、設置し、又は連用することができないただし、無線通信規Ｈｌに定める例外の場合を除く。

２許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、電気通信の秘密を守ることを要する。

３許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのようなidi僧

を偶然に受｛高した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはなら

ないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない

４送信局の属する国のj攻府は、その送信局の通{言の相手方である受信局の設圃者又は運用者に対して、必要に応じて許可書を発給するこ

とができる。
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A－２０次の記述は､混信について､国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の規定に沿って述べたものである。、内に入れるべき
字句の正ししY組合せを下の１から４までのうちから一つ選,、

①すぺての局は､不要な伝送.過剰な信号の伝送[-ｍ、識別表示のない信号の伝送を禁止する(第'9条(局の識別)に定める例
外を除く｡)。

②送信局は､業務を満足に行うため必要な□で籟射する。
③混信を避けるために

（１）送信局の位置及び業務の性質上可能な場合には、受信局の位國は、特に注意して選定しなけね茜ならなし＄

②不要な方向への輪射又は不要な方向からの受信は､業務の性質上可能な場合には､ｒＥ１のｱﾝﾃﾅの利点をできる限り利用して、
最小にしなけｵLぱならない。

Ｂ

最'NlBlの電力

十分な電力

最小限の電力

十分な電力

Ｃ辨辨辨 識

Ａ

暗譜又は略語による伝送

暗語又は略語による伝送

虚偽の又は紛らわし',信号の伝送

虚偽の又は紛らわし',信号の伝送

１
２
３
４

Ｂ－１次のアマチュア局の免許状の訂正に関する記述のうち、無線局免許手続規則の規定に照らし、正しいものを１，誤っているものを２とし

て解答せよ。

ア免許人は､免許状の訂正を受けようとするときは、総合通信局長（#１W縄総合通信事務所長を含むも）に対し、事由及覗J正すべき箇所

を付して、その旨を申請するものとする。

イ免許人からの免許状の訂正の申請があった場合において、総合通(言局長（iｌl]縄総合通信事務所長を含屈むb〕は、新たな免許状の交ｲｫに

よる訂正を行うことがある。

ウ免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、遅滞なく旧免許状を廃藻しなければならない。

ェ総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含むも）は、免許人からの訂正の申請による場合のほか､職権により免許状の訂正を行うこと

がある。

オ免許人は、氏名を変更したときは、免許状の氏名又は名称欄を訂正し、総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含むも）に報告しなけ

ればならない。

Ｂ－２次に掲げる用語の定義のうち、電波法施行規則の規定に照らし、正しいものを１，誤っているものを２として解答せよ。

ア團当周波数」とは､無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。

イ「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。

ウ「基箪周波数」とは､割当周波数に対して、固定し、力匂、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当

周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によって占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号を

もつものとする。

エｌ周波数の許容偏差」とは､発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は

発射の基準周波数の特性周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、ヘルツで表す６

オ「占有周波数帯幅｣とは､その上限の周波数を超えて鞘射され､及びその下限の周波数未満において籟射される平均電力がそれぞれ与
えられた麹射によって繍射される全平均電力の,ﾊﾟｰｾﾝﾄに等しい上限及び下限の周波数帯輻をいう｡ただし､周波数分割多重方式の
場合、テレビジョン伝送の場合等１パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合に

おいては、異なる比率によることができる。

Ｂ－３次のアからオまでに掲げる無線電信通信に使用するＱ符号とその意義との組合せが、無線局運用規則の規定に照らし、対HiJ;しているもの

を１，対応していないものを２として解答せよ。

Ｑ符ﾘﾂﾃﾞ

ＱＲＨ？

ＱＲＮ？

ＱＲＰ？

ＱＲＺ？

ＱＳＢ？

意義

こちらの周波数は、変化します力も

こちらの伝送は、混信を受けていま-わ）､

こちらは、送信機の電力を減少しましょう力、

そちらは、通信中です力も

こちらの(冨号には、フェージングがあります力％

ア
イ
ウ
エ
オ
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B－４次の記述は､ｱﾏﾁｭｱ無線局の免許の取消し等について､電波法の規定に沿って述ぺたものである。、内に入れるぺき字句を下
の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選べ

①総務大臣は､免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、３箇月以内の期

間を定めて「ﾃ１の停止を命じ､又は期間を定めて「ﾌ、を制限することができる。
②総務大臣は、免許人が次のいずｵu0､に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

（１）正当な理由がないのに､無線局の運用を引き続き「ﾗ可以｣螢休止したとき。
（２）不正な手段により無線局の免許を受けたとき。

（３）不正な手段により通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設磁場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けたとき。

（４）不正な手段により圏錫晦号、電波の型式､周波数、空中線電力又は運用許溶時flHの指定の変更を行わせたとき。

（５）①の規定による命令又は制限に従わないとき。

（６）免許人が電波法又は[~三可に規定する罪を犯し閣金以上の刑に処せられその執行を終わり､又はその執行を受けることがなく
なった日から田を経過しない者に該当するに至ったとき。

｡……』遮月…霜':辮肘醗中…８電波の麩lq及び周波数

５放送法

１０無線局の運用

１３年

６２年

２１年

７６箇月

B－５次の記述は、局の識別に関して述べたものである。国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の規定に照らし、正しいものを１，誤

っているものを２として解答せよ。

アアマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。

イアマチュア局は、特別取決めにより国際符字列に基づかない呼出符号を持つことができる。

ウ識別信号を伴う伝送については、局が容易に識別されるため、各局は、その伝送（試験、調整又は実験のために行うものを含むも）中

にできる限りしばしばその識ｊｉＩＨ冨号を伝送しなければならない

エ虚偽の識別表示を使用する伝送は、すぺて禁止する。

オ紛らわしい識易Ⅱ表示を使用する伝送は、寸言べて禁止する.
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平成１９年８月期

第一級アマチュア無線技士「法規」合格基準及び正答

試験問題ＨＹ９０８（２５問２時間）

合格基準

満点及び合格点満点１２５点合格点８７点

配点内訳Ａ問題２０問１００点（１問５点）

Ｂ問題５問２５点（１問５点、ただし、小設問各１点）

１
２

正答３

(配点各５点）Ａ問題

Ｂ問題（配点各１点） 三二二一『一一
二

。
■
皿
・
囚
Ⅲ
■
田

｜
ア
イ
ウ
エ
オ
ア
イ
ウ
エ
オ

問題 正答 問題 正答

Ａ－１ １ Ａ－１１ ２

Ａ－２ ５ Ａ－１２ ２

Ａ－３ ４ Ａ－１３ ４

Ａ－４ ５ Ａ－１４ ３

Ａ－５ ４ Ａ－１５ ５

Ａ－６ ２ Ａ－１６ ３

Ａ－７ ３ Ａ－１７ ２

Ａ－８ ３ Ａ－１８ １

Ａ－９ １ Ａ－１９ ４

Ａ－１０ １ Ａ－２０ ３

問題 正答 問題 正答

Ｂ－１

ア

イ

ウ

エ

オ

１

１

２

１

２

Ｂ－４

ア

イ

ウ

エ

オ

１０

４

７

５

６

Ｂ－２

ア

イ

ウ

エ

オ

１

１

１

２

２

Ｂ－５

ア

イ

ウ

ﾆエ

オ

１

２

１

１

１

ア １

イ ２

ウ １

コニ ２

オ １


